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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネット・プロトコルで通信可能なネットワークに接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ
．３７のフルモードに準拠したファクシミリ通信機能を備えた通信端末装置によって電子
メールで画像情報を送受信するファクシミリ通信システムにおいて、送信元の前記通信端
末装置は、受信先の前記通信端末装置ごとにフルモードまたはシンプルモードの機能モー
ドを記憶する電子電話帳を備え、受信先となる複数の前記通信端末装置へ同報通信する場
合、前記電子電話帳にシンプルモードとして機能モードを指定された通信端末装置に対し
ては同報送信による電子メールを送信し、前記電子電話帳にフルモードとして機能モード
を指定された通信端末装置に対しては個々に電子メールを送信するようにして、一回の送
信指示により、複数の受信先に画像情報を配布するファクシミリ通信システムであって、
前記送信元の通信端末装置は、前記受信先の通信端末装置から送達確認メールを受信した
場合、前記送達確認メールを解析して抽出した能力情報で前記電子電話帳の内容を更新し
、このとき、前記電子電話帳に前記機能モードとしてシンプルモードが設定されていれば
、該電子電話帳を更新しないようにしたことを特徴とするファクシミリ通信システム。
【請求項２】
　インターネット・プロトコルで通信可能なネットワークに接続され、通信端末装置によ
って電子メールで画像情報を送受信する通信システムにおいて、送信元の前記通信端末装
置は、受信先の前記通信端末装置ごとに第１のまたは第２のモードの機能モードを記憶す
る電子電話帳を備え、受信先となる複数の前記通信端末装置へ同報通信する場合、前記電
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子電話帳に第２のモードとして機能モードを指定された通信端末装置に対しては同報送信
による電子メールを送信し、前記電子電話帳に第１のモードとして機能モードを指定され
た通信端末装置に対しては個々に電子メールを送信するようにして、一回の送信指示によ
り、複数の受信先に画像情報を配布する通信システムであって、前記送信元の通信端末装
置は、前記受信先の通信端末装置から送達確認メールを受信した場合、前記送達確認メー
ルを解析して抽出した能力情報で前記電子電話帳の内容を更新し、このとき、前記電子電
話帳に前記機能モードとして第２のモードが設定されていれば、該電子電話帳を更新しな
いようにしたことを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の通信システムにおいて、前記第１のモードは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３
７のフルモードであり、前記第２のモードは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のシンプルモード
であることを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　インターネット・プロトコルで通信可能なネットワークに接続され、電子メールで画像
情報を送受信する通信端末装置において、受信先の通信端末装置ごとに第１のモードまた
は第２のモードの機能モードを記憶する電子電話帳と、受信先となる複数の通信端末装置
へ同報通信する場合、前記電子電話帳に第２のモードの機能モードを指定された通信端末
装置に対しては同報送信による電子メールを送信し、前記電子電話帳に第１のモードの機
能モードを指定された通信端末装置に対しては個々に電子メールを送信する電子メール送
信手段を備え、一回の送信指示により、複数の受信先に画像情報を配布する通信端末装置
であって、前記送信元の通信端末装置は、前記受信先の通信端末装置から送達確認メール
を受信した場合、前記送達確認メールを解析して抽出した能力情報で前記電子電話帳の内
容を更新し、このとき、前記電子電話帳に前記機能モードとして第２のモードが設定され
ていれば、該電子電話帳を更新しないようにしたことを特徴とする通信端末装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の通信端末装置において、前記第１のモードは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３
７のフルモードであり、前記第２のモードは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のシンプルモード
であることを特徴とする通信端末装置。
【請求項６】
　電子メールを送信する通信端末装置において、電子メールの送信先の宛先と該宛先が準
拠した通信のモードとを、該宛先ごとに設定する設定手段と、前記設定手段が設定した複
数の宛先のうち、特定のモードに準拠した宛先を抽出する抽出手段と、前記抽出手段が抽
出した宛先へ同報送信による電子メールを送信する送信手段とを備え、送信元の通信端末
装置は、受信先の通信端末装置から送達確認メールを受信した場合であっても、前記特定
のモードが設定されていれば、設定内容を更新しないようにしたことを特徴とする通信端
末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ファクシミリ通信システム、通信端末装置および通信システムに関し、具体
的には、複数の通信端末装置がインターネット・プロトコルで通信可能なネットワークを
介して電子メールのデータ形式で画像情報の送受信制御技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、従来のファクシミリ装置やコピー機、プリンタなどを統合し、ネットワークでの有
効活用を実現する複合機の需要は確実に増加している。さらに、オフィスにおける文書の
電子化が進む一方、社外の取引先との通信手段として、インターネット上でやりとりする
電子メールを用いて、画像情報をＭＩＭＥ形式に準拠して電子メールに添付し、ファクシ
ミリ装置で送受信するファクシミリ通信システムが実現されている。
【０００３】
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一方、インターネット上でやりとりするファクシミリ通信における通信規格のＩＴＵ－Ｔ
勧告として、インターネットに通信端末装置をダイレクトに接続し、通信端末装置間で画
像情報の送受信を行うファクシミリ伝送制御手順のＴ．３８（リアルタイム型）と、メー
ルサーバ装置に一度画像情報を格納し、メールサーバ装置間をＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ 
Ｍａｉｌ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などで送信するＴ．３７（ストア・アン
ド・フォワード型）が制定されている。
【０００４】
このＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７に準拠したファクシミリ通信機能を備え、インターネットを
介し、送信時に受信先の通信端末装置との間で能力の確認および送達確認メールの応答を
行う機能を搭載しないシンプルモードと、送信時に受信先の通信端末装置との間で能力の
確認および送達確認メールの応答を行う機能を搭載するフルモードの通信端末装置が勧告
されている。
【０００５】
また、インターネット上でやりとりするＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＭＴＰ、Ｐ
ＯＰ（ＰｏｓｔＯｆｆｉｃｅ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの通信プロトコル、および、電子
メールのデータ形式やデータ構造などについては、それぞれＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
 Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ）というインターネットに関する技術内
容をまとめている組織から発行されているＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｆｏｒ Ｃｏｍｍｅｎ
ｔｓ）によりその技術内容が規定されている。
【０００６】
ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７と、ＲＦＣ２３０５（シンプルモード）またはＲＦＣ２５３２（
フルモード）では、使用する電子メールのデータ形式などが共通化されており、ＩＴＵ－
Ｔ勧告Ｔ．３７に準拠した通信端末装置と、ＲＦＣ２３０５またはＲＦＣ２５３２に準拠
したソフトウェアを搭載したワークステーション装置や通信端末装置との間で、相互に情
報をやりとりすることができる。
【０００７】
しかし、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７とＲＦＣ２３０５では、送信する画像情報の条件を固定
し（水平画素数：1728画素、解像度：200×100dpiまたは200×200dpi、符号化圧縮：ＭＨ
）、この画像情報を電子メールのメッセージに添付して、指定したメールアドレスに送受
信することを規定しているため、より高品質な画像情報を送受信することができない。
【０００８】
特許文献１には、送信元の通信端末装置は、読み取った画像情報を固定のパラメータで符
号化圧縮のデータにし、これを電子メールのメッセージに添付し、これに自己の制御方法
を示す情報および能力の要求の識別情報を付加して送信する。受信先の通信端末装置が一
般の電子メールソフトを搭載した装置の場合は、添付された既定条件の画像の出力を行い
両者の通信が終了する。
【０００９】
また、受信先の通信端末装置が同じ制御方法を備えている場合は、添付された既定条件の
画像の出力を行わずに自己の制御方法を示す情報および能力情報を記述したメッセージを
送信元の通信端末装置に応答する。
送信元の通信端末装置は、画像情報を受信先の通信端末装置の能力（画像情報の条件）に
合せた画像サイズ、解像度、符号化圧縮のデータを生成し、この生成した情報を電子メー
ルのメッセージに添付して再度送信し、より高品質な画像を送ることができるようにする
送受信制御方法が提案されている。
【００１０】
この特許文献１の技術は、受信先の通信端末装置が一般の電子メールソフトを搭載した通
信端末装置の場合は親和性を確保し、受信先の通信端末装置が同じ機能を有する場合は、
受信先の通信端末装置の能力（画像情報の条件）に合せて画像を送信することができる。
【００１１】
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また、特許文献２の技術は、ストア・アンド・フォワード型のネットワークファクシミリ
装置で、ＭＩＭＥのマルチパート形式で規定される電子メールのメッセージのプリアンブ
ル部又はエピローグ部に自装置の能力情報を記述し、電子メールのメッセージの本文に影
響を与えることなく、受信先の通信端末装置に送信元の通信端末装置の能力情報を伝達す
る。
一方、前述の電子メールのメッセージを受信すると、その能力情報と受信先の通信端末装
置のメールアドレスとを対応させて記憶し、次回以降、受信先の通信端末装置に応じて画
像情報を送信し、より高品質な画像を送ることができるようにする送受信制御方法が提案
されている。
【００１２】
この特許文献２の技術は、ストア・アンド・フォワード型であって、電子メールのメッセ
ージの本文に影響を与えることなく、能力情報を伝達すると共に、その能力情報を利用す
ることができる。
【００１３】
【特許文献１】
特開２０００－３４７９５４号公報
【特許文献２】
特開２００１－３１３７７８号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の特許文献１の技術は、受信先の通信端末装置が一般の電子メールソ
フトを搭載した通信端末装置の場合は親和性を確保し、受信先の通信端末装置が同じ機能
を有する場合は受信先の通信端末装置の能力（画像情報の条件）に合せた画像サイズ、解
像度、符号化圧縮のデータを生成し、この生成した情報を電子メールのメッセージに添付
して再度送信するため、符号化圧縮のデータを生成する処理の負荷が増加し、メールサー
バ装置に負担を与えるという問題があった。
また、電子メールのメッセージに生成した情報を添付し再度送信するため、無駄な通信ト
ラフィックが増加し、ネットワークに負担を与え、他の通信に影響を与えるという問題が
あった。
【００１５】
さらに、上述の特許文献２の技術は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７に準拠し、インターネット
を介した送信時において、受信先の通信端末装置との間で能力の確認および送達確認メー
ルの応答を行う機能を搭載したフルモードでは、受信先の通信端末装置の受信能力を更新
する。この受信能力の更新で、送信することができる画像情報の条件が変更され、使用者
の意図しないのに同報送信できないという問題があった。
【００１６】
一方、通信端末装置と、メールサーバ装置間の画像情報の送信において、複数の受信先の
通信端末装置に同報送信する場合、すべての受信先において電子メールのメッセージに添
付する画像情報ファイルは同一である必要があるという問題があった。
【００１７】
　本発明は、上述の実情を考慮してなされたものであって、インターネット・プロトコル
で通信可能なネットワークに接続され、電子メールで画像情報を送受信するときに、１回
の送信指示により、複数の宛先に電子メールによる同報送信で画像情報を確実に配布し、
画像情報の転送の信頼性を高めることのできるファクシミリ通信システム、通信端末装置
および通信システムを提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決するために、本発明の請求項１は、インターネット・プロトコルで通
信可能なネットワークに接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のフルモードに準拠したファ
クシミリ通信機能を備えた通信端末装置によって電子メールで画像情報を送受信するファ
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クシミリ通信システムにおいて、送信元の前記通信端末装置は、受信先の前記通信端末装
置ごとにフルモードまたはシンプルモードの機能モードを記憶する電子電話帳を備え、受
信先となる複数の前記通信端末装置へ同報通信する場合、前記電子電話帳にシンプルモー
ドとして機能モードを指定された通信端末装置に対しては同報送信による電子メールを送
信し、前記電子電話帳にフルモードとして機能モードを指定された通信端末装置に対して
は個々に電子メールを送信するようにして、一回の送信指示により、複数の受信先に画像
情報を配布するファクシミリ通信システムであって、前記送信元の通信端末装置は、前記
受信先の通信端末装置から送達確認メールを受信した場合、前記送達確認メールを解析し
て抽出した能力情報で前記電子電話帳の内容を更新し、このとき、前記電子電話帳に前記
機能モードとしてシンプルモードが設定されていれば、該電子電話帳を更新しないように
したことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の請求項２は、インターネット・プロトコルで通信可能なネットワークに
接続され、通信端末装置によって電子メールで画像情報を送受信する通信システムにおい
て、送信元の前記通信端末装置は、受信先の前記通信端末装置ごとに第１のまたは第２の
モードの機能モードを記憶する電子電話帳を備え、受信先となる複数の前記通信端末装置
へ同報通信する場合、前記電子電話帳に第２のモードとして機能モードを指定された通信
端末装置に対しては同報送信による電子メールを送信し、前記電子電話帳に第１のモード
として機能モードを指定された通信端末装置に対しては個々に電子メールを送信するよう
にして、一回の送信指示により、複数の受信先に画像情報を配布する通信システムであっ
て、前記送信元の通信端末装置は、前記受信先の通信端末装置から送達確認メールを受信
した場合、前記送達確認メールを解析して抽出した能力情報で前記電子電話帳の内容を更
新し、このとき、前記電子電話帳に前記機能モードとして第２のモードが設定されていれ
ば、該電子電話帳を更新しないようにしたことを特徴とする。
　また、本発明の請求項３は、請求項２に記載の通信システムにおいて、前記第１のモー
ドは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のフルモードであり、前記第２のモードは、ＩＴＵ－Ｔ勧
告Ｔ．３７のシンプルモードであることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の請求項４は、インターネット・プロトコルで通信可能なネットワークに
接続され、電子メールで画像情報を送受信する通信端末装置において、受信先の通信端末
装置ごとに第１のモードまたは第２のモードの機能モードを記憶する電子電話帳と、受信
先となる複数の通信端末装置へ同報通信する場合、前記電子電話帳に第２のモードの機能
モードを指定された通信端末装置に対しては同報送信による電子メールを送信し、前記電
子電話帳に第１のモードの機能モードを指定された通信端末装置に対しては個々に電子メ
ールを送信する電子メール送信手段を備え、一回の送信指示により、複数の受信先に画像
情報を配布する通信端末装置であって、前記送信元の通信端末装置は、前記受信先の通信
端末装置から送達確認メールを受信した場合、前記送達確認メールを解析して抽出した能
力情報で前記電子電話帳の内容を更新し、このとき、前記電子電話帳に前記機能モードと
して第２のモードが設定されていれば、該電子電話帳を更新しないようにしたことを特徴
とする。
　また、本発明の請求項５は、請求項４に記載の通信端末装置において、前記第１のモー
ドは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のフルモードであり、前記第２のモードは、ＩＴＵ－Ｔ勧
告Ｔ．３７のシンプルモードであることを特徴とする。
　また、本発明の請求項６は、電子メールを送信する通信端末装置において、電子メール
の送信先の宛先と該宛先が準拠した通信のモードとを、該宛先ごとに設定する設定手段と
、前記設定手段が設定した複数の宛先のうち、特定のモードに準拠した宛先を抽出する抽
出手段と、前記抽出手段が抽出した宛先へ同報送信による電子メールを送信する送信手段
とを備え、送信元の通信端末装置は、受信先の通信端末装置から送達確認メールを受信し
た場合であっても、前記特定のモードが設定されていれば、設定内容を更新しないように
したことを特徴とする。
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【００２６】
以上の構成により、１回の送信指示により、複数の宛先に電子メールによる同報送信で画
像情報を確実に配布し、画像情報の転送における信頼性を大幅に向上できる。
【００２７】
また、受信先の通信端末装置を予め電子電話帳に、フルモードとシンプルモードに分けて
設定しておき、シンプルモードについては、全て同一の画像情報をメッセージに添付した
電子メールを作成して送信し、フルモードについては、個別の画像情報をメッセージに添
付した電子メールを作成して送信するので、シンプルモードを備えている宛先に対しては
、メールサーバ装置のディスク資源を圧迫するような事態を回避できるとともに、ネット
ワーク全体のトラフィック量がむやみに増大するような事態を回避することができる。ま
た、フルモードを備えている宛先については、個別に電子メールで送信するので、適切な
画像情報の送信が実現できる。
【００２８】
また、受信先となる通信端末装置がＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のフルモードに準拠した機能
を搭載した通信端末装置であっても、電子電話帳にシンプルモードと設定することで、能
力情報の更新がされないので、確実に同報送信により配布ができ、画像情報の転送に対す
る配信の信頼性が大幅に向上する。
【００２９】
さらに、受信先の通信端末装置メールアドレスに対して、機能モード（シンプルモードま
たはフルモードの区別）および能力情報を記憶する電子電話帳の登録および更新を通信端
末装置の操作パネルまたはネットワークを介してＷｅｂブラウザにより簡単に操作できる
。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明のファクシミリ通信システムに係る実施の形態について説明
する。
【００３１】
図１は、本実施の形態に係るファクシミリ通信システムの全体構成を示す構成図である。
同図において、ファクシミリ通信システムは、ルータ装置５０を介してローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）システムをインターネット１０と接続させ、通信端末装置８０を介
してＬＡＮシステムをＰＳＴＮ（公衆回線網）２０に接続させ、Ｇ３ファクシミリ装置７
０をＰＳＴＮ（公衆回線網）２０に接続させている。
【００３２】
このＬＡＮシステムは、複数のワークステーション装置３０、メールサーバ装置４０、ル
ータ装置５０と通信端末装置８０をローカルエリアネットワーク６０を介して接続してお
り、複数のＬＡＮシステムをファクシミリ通信システムに接続させることができる。
【００３３】
通信端末装置（８０ａ，８０ｂ）は、インターネットおよびイントラネットなどのＩＰ（
インターネット・プロトコル）によってＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７に準拠したストア・アン
ド・フォワード型による伝送制御手順により画像情報を電子メールとしてやりとりを行う
。
【００３４】
さらに、通信端末装置（８０ａ，８０ｂ）は、ＰＳＴＮ（公衆回線網）２０を介してＧ３
ファクシミリ装置７０とファクシミリ通信（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８手順）を行う。
【００３５】
ＬＡＮシステムに接続されているワークステーション装置３０、メールサーバ装置４０お
よび通信端末装置８０の相互間でのデータのやりとり、および、インターネット１０を介
して行うデータのやりとりは、いわゆるＴＣＰ／ＩＰと呼ばれるトランスポートレイヤま
での伝送プロトコルと、それ以上の上位レイヤの通信プロトコルとの組み合わせを適用し
て行われる。
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【００３６】
電子メールのやりとりでは上位レイヤの通信プロトコルとしてＳＭＴＰという通信プロト
コルが適用される。
本実施例では、電子メールは、メールサーバ装置４０にいったん蓄積された後に受信先へ
と配信されるストア・アンド・フォワード型の伝送制御手順で送信される。電子メールに
付されているメールアドレスが、それぞれのＬＡＮシステムに設定されているネットワー
クアドレスを含む場合には、その電子メールは、対応するメールサーバ装置４０にそのま
ま蓄積される。
【００３７】
電子メールに付されているメールアドレスが、それぞれのＬＡＮシステムに設定されてい
るネットワークアドレス以外の場合には、電子メールは、ルータ装置５０を介して、イン
ターネット１０に送出され、インターネット１０のデータ転送機能により、そのメールア
ドレスに対応したネットワークアドレスを持つメールサーバ装置４０に送信される。
【００３８】
例えば、ＬＡＮシステムの各ユーザから他のＬＡＮシステムの各ユーザへの電子メールは
、メールサーバ装置４０ａにいったん蓄積され、ルータ装置５０ａを介してインターネッ
ト１０に送出され、ルータ装置５０ｂを介してメールサーバ装置４０ｂに送信されて蓄積
される。
【００３９】
一方、複数のワークステーション装置３０と通信端末装置８０は、適切な周期でメールサ
ーバ装置４０に対して、自装置のユーザ宛の電子メールの受信確認を問い合わせ、ユーザ
宛の電子メールが蓄積されているときには、メールサーバ装置４０よりその電子メールを
受信して、自装置のユーザにその旨を通知する。
【００４０】
ここで、各装置がメールサーバ装置４０に対して、ユーザ宛の電子メールの受信確認のた
めに適用するプロトコルは、いわゆるＰＯＰなどが適用される。
【００４１】
図２は、本発明の実施の形態に係る通信端末装置の構成を示すブロック図であり、同図に
おいて、通信端末装置８０は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７に準拠したファクシミリ通信機能
を備えており、制御部８１、ＲＡＭ部８２、パラメータＲＡＭ部８３、時計部８４、スキ
ャナ部８５、プロッタ部８６、操作表示部８７、符号化復号化部８８、画像蓄積部８９、
通信制御部９０、Ｇ３ファクシミリモデム９１、ＮＩＣ部９２、通信情報管理部９３から
構成されている。
【００４２】
また、制御部８１、ＲＡＭ部８２、パラメータＲＡＭ部８３、時計部８４、スキャナ部８
５、プロッタ部８６、操作表示部８７、符号化復号化部８８、画像蓄積部８９、通信制御
部９０および通信情報管理部９３は、内部バス９４に接続されており、この内部バス９４
を介してデータの授受が行われる。
【００４３】
制御部８１は、通信端末装置８０の全体の制御、各要素の制御、ファクシミリ伝送制御手
順（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８手順）の処理およびストア・アンド・フォワード型による伝
送制御手順（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７手順）の処理などの各種の制御処理を行う。
【００４４】
ＲＡＭ部８２は、制御部８１が実行する制御処理プログラム、および、制御処理プログラ
ムを実行するときに必要な各種データなどを記憶するとともに、制御部８１のワークエリ
アを構成する。
パラメータＲＡＭ部８３は、通信端末装置８０に固有な各種の情報と、各種の管理テーブ
ルを記憶し、不慮の電源断、安全のための電源断などでこれらのパラメータの内容が失わ
れることがないように、バッテリ（図示無し）によりバックアップされている。
【００４５】
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時計部８４は、現在時刻情報を出力する。
スキャナ部８５は、所定の解像度で原稿の画像を読み取る。
プロッタ部８６は、所定の解像度で画像を記録出力する。
操作表示部８７は、通信端末装置８０を操作するもので、各種の操作キーを備える操作パ
ネルおよび各種の情報を表示する表示部から構成される。
【００４６】
符号化復号化部８８は、画像情報を符号化圧縮（ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ）するとともに、符
号化圧縮されている画像情報を元の画像情報に復号化する。
また、画像蓄積部８９は、符号化復号化部８８により符号化圧縮された状態の画像情報を
蓄積する。
【００４７】
通信制御部９０には、通信端末装置８０をＧ３ファクシミリ伝送制御手順でＰＳＴＮ（公
衆回線網）２０に接続するためのＧ３ファクシミリモデム９１と、ＬＡＮ６０に接続する
ためのＮＩＣ部９２とが接続されている。
【００４８】
Ｇ３ファクシミリモデム９１は、Ｇ３ファクシミリのモデムの機能である、ファクシミリ
伝送制御手順の信号をやりとりするための低速モデム機能（Ｖ．２１モデム）、および、
主に画像情報をやりとりするための高速モデム機能（Ｖ．１７モデム、Ｖ．３４モデム、
Ｖ．２９モデム、Ｖ．２７ｔｅｒモデムなど）を備えている。
【００４９】
また、通信制御部９０は、Ｇ３ファクシミリモデム９１との間のデータの授受を行って、
Ｇ３ファクシミリ装置７０とファクシミリ通信（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８手順）を行う。
【００５０】
ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）部９２は、通信端末装置８０
をＬＡＮ６０のイーサネット（登録商標）ケーブルに接続し、ＴＣＰ／ＩＰ、ＳＭＴＰ／
ＰＯＰなどのプロトコル、さらには、ＭＩＭＥ形式への変換などの処理をする。これによ
り、インターネット１０とのインタフェース機能を持ち、ストア・アンド・フォワード型
による伝送制御手順としての機能が確保されている。
【００５１】
通信情報管理部９３は、電子メールの送信に際して、ファイル番号、メールアドレスなど
のファイル属性、その他の通信に関連する情報を保存と管理する。
【００５２】
次に、通信端末装置８０のパラメータＲＡＭ部８３に格納されている電子電話帳の構成に
ついて説明する。
【００５３】
図３は、電子電話帳１００のデータ構造例である。電子電話帳１００は、次の項目から構
成され、受信先の通信端末装置のメールアドレス、機能モード（シンプルモードまたはフ
ルモードの区別）および能力情報を登録する。
【００５４】
メールアドレス項目１００ａｎ：
受信先の通信端末装置８０のメールアドレスを格納する。
機能モード項目１００ｂｎ：
受信先の通信端末装置８０の能力の確認および送達確認メールの応答
を行う機能を使用するか否かを示す情報を格納する。フルモードに準拠した通信端末装置
であっても、シンプルモードと設定されると、能力の確認および送達確認メールの応答を
行う機能を使用しない。また、フルモードと設定された場合には、送達確認メールを送信
する。
能力情報項目１００ｃｎ：
受信先の通信端末装置８０がフルモードに準拠しているときに、能力情報（解像度、画像
サイズ、符号化圧縮等）を格納する。
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【００５５】
次に、図４は、受信先の通信端末装置８０の機能モードおよび能力情報を登録するときの
登録画面の一例である。図４において、登録画面は、受信先の通信端末装置８０のメール
アドレスを設定するメールアドレス入力領域２０１と、機能モードを設定するシンプルモ
ードボタン２０２およびフルモードボタン２０３と、終了ボタン２０５から構成される。
また、フルモードボタン２０３を押すと、解像度、画像サイズ、符号化圧縮等を指定する
各ボタン２０４が表示される。
【００５６】
この登録画面は、送信元の通信端末装置８０における操作表示部の操作パネル上の操作キ
ーを押下することにより表示部に表示される。または、ローカルエリアネットワークに接
続されているワークステーション装置のＷｅｂブラウザから起動され、登録画面で設定し
た各項目は電子電話帳１００に設定、登録される。
【００５７】
図５は、図４に示したような登録画面から受信先の通信端末装置に対するメールアドレス
、機能モードおよび能力情報を登録するときの処理手順を示すフローチャートである。以
下の説明は、通信端末装置の操作パネルを使った場合について説明する。
【００５８】
電子電話帳への登録を操作パネルで指示されると、図４に示したような登録画面を表示し
（ステップＳ１１０）、操作員が必要な項目を入力して終了ボタン２０５を押すまで待機
する（ステップＳ１２０）。
ここで、待機中にフルモードボタン２０３が押された場合には解像度、画像サイズ、符号
化圧縮等を指定する各ボタン２０４が表示される。または、シンプルモードボタン２０２
が押されたときには、解像度、画像サイズ、符号化圧縮等を指定する各ボタン２０４は表
示されない。
【００５９】
入力されたメールアドレスをキーに電子電話帳１００を検索し、一致するエントリがある
か、否かを調べる（ステップＳ１３０）。
一致したメールアドレスのエントリがある場合（ステップＳ１４０のＹＥＳ）、操作員に
よって設定されたシンプルモードまたはフルモードの区別、また、フルモードのときには
解像度、画像サイズ、符号化圧縮等を一致したエントリに格納し、電子電話帳を更新して
処理を終了する（ステップＳ１５０）。
【００６０】
一方、電子電話帳１００に一致したエントリがない場合（ステップＳ１４０のＮＯ）、電
子電話帳１００の空いているエントリに、操作員によって設定されたメールアドレス、機
能モード（シンプルモードまたはフルモードの区別）、また、フルモードのときには解像
度、画像サイズ、符号化圧縮等を格納し、電子電話帳１００を更新して処理を終了する（
ステップＳ１６０）。
【００６１】
ワークステーション装置３０から通信端末装置８０の電子電話帳１００を設定する場合に
は、ワークステーション装置３０のＷｅｂブラウザを使って、通信端末装置８０の登録画
面を呼び出して、上述と同様に受信先の通信端末装置のメールアドレス、機能モードおよ
び能力情報を入力し、登録画面の終了ボタンを押すと、通信端末装置８０ではＷｅｂブラ
ウザから送信された各項目を電子電話帳１００へ設定登録する。
【００６２】
次に、図６および図７は、送信元の通信端末装置８０がインターネットを介し、電子メー
ルを同報送信する処理手順を説明するためのフローチャートである。
【００６３】
まず、スキャナ部８５において原稿がセットされ（ステップＳ２００のＹＥＳ）、同報送
信する受信先のメールアドレスがすべて設定されるまで待機する（ステップＳ２１０）。
【００６４】
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受信先のメールアドレスの設定が完了すると、設定された受信先のメールアドレスをキー
に電子電話帳１００のメールアドレス項目１００ａｎを検索する（ステップＳ２２０）。
メールアドレスが一致したエントリの機能モード項目１００ｂｎに格納された機能モード
がシンプルモードの場合（ステップＳ２３０のＹＥＳ）、同報先リストにメールアドレス
を追加し（ステップＳ２４０）、ステップＳ２６０へ進む。一方、一致したエントリの機
能モード項目１００ｂｎに格納された機能モードがフルモードの場合（ステップＳ２３０
のＮＯ）、メールアドレスおよび能力情報項目１００ｃｎに格納した能力情報をフルモー
ド送信リストに追加して（ステップＳ２５０）、ステップＳ２６０へ進む。
【００６５】
次に、操作員によって設定された受信先のメールアドレスがまだあるか、否かを調べ（ス
テップＳ２６０）、まだ、指定された受信先がある場合には（ステップＳ２６０のＮＯ）
ステップＳ２２０に戻る。
【００６６】
操作員に設定されたすべての受信先の処理が終了すると（ステップＳ２６０のＹＥＳ）、
操作表示部８７のスタートキーにより送信の指示がされるまで待機する（ステップＳ２７
０）。
送信の指示がされると（ステップＳ２７０のＹＥＳ）、スキャナ部８５において原稿の画
像の読み取りが行われ、読み取られた原稿の画像情報が画像蓄積部８９に蓄積される（ス
テップＳ２８０）。
【００６７】
この後、同報先リストに登録されたメールアドレスに対しては、それらのメールアドレス
を同報先として、画像蓄積部８９に蓄積された画像情報を添付した電子メールを作成する
（ステップＳ２９０）。
また、フルモード送信リストに登録されたメールアドレスに対しては、個々のメールアド
レスごとに能力情報（解像度、画像サイズ、符号化圧縮等）に応じて画像蓄積部８９に蓄
積された画像情報を処理して、その処理された画像情報を添付した電子メールを作成する
（ステップＳ２９０）。
【００６８】
上記ステップ２９０で作成された各メールをメールサーバ装置４０に送信後、フルモード
で送信した電子メールのメールアドレスを通信情報管理部９３に保管する（ステップＳ３
００）。
【００６９】
メール送信が行われると、送信元のメールサーバ装置４０に対して正常に送信が行われた
か否かをチェックし（ステップＳ３１０）、送信が正常に終了していないと判断されると
（ステップＳ３１０のＮＯ）、この時点でエラーとして処理を終了する。
【００７０】
一方、メールサーバ装置４０に対する送信が正常に終了した場合には（ステップＳ３１０
のＹＥＳ）、通信情報管理部９３に保管したメールアドレス（フルモードで送信した電子
メール）がなければ（ステップＳ３２０のＮＯ）、処理を終了する。
【００７１】
また、フルモードで送信した電子メールがあれば（ステップＳ３２０のＹＥＳ）、所定時
間内に受信先の通信端末装置から送達確認メールが送信されてくるのを待つ（ステップＳ
３３０，Ｓ３４０）。
所定時間内に応答がなければ（ステップＳ３３０のＹＥＳ）、通信情報管理部９３に保管
したメールアドレスを削除して（ステップＳ３５０）、処理を終了する。
【００７２】
　一方、所定時間内に応答があった場合（ステップＳ３４０のＹＥＳ）、送達確認メール
を解析し、受信先の通信端末装置のメールアドレスと能力情報を取得する（ステップＳ３
６０）。送達確認メールは、図８に示すように、ヘッダと、本文および能力情報（符号化
圧縮方法、解像度、画像サイズ等）から構成されている。
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　この受信先の通信端末装置のメールアドレスが先に通信情報管理部９３に保管したメー
ルアドレス中にあれば、通信情報管理部９３からその一致したメールアドレスを削除して
、ステップＳ３６０へ進む。
　他方、通信情報管理部９３に保管したメールアドレス中になければ、応答されたメール
ではないので、そのメールを破棄してステップＳ３３０へ戻る。
【００７３】
　この取得した受信先の通信端末装置のメールアドレスと能力情報で電子電話帳１００を
更新し（ステップＳ３７０）、次の送達確認メールを受信するために、ステップＳ３３０
へ戻る。
【００７４】
次に、上述したステップＳ３７０の送達確認メールから取得した能力情報で電子電話帳を
更新する処理手順を図９のフローチャートを用いて説明する。
【００７５】
まず、送達確認メールのヘッダの送信元を示す「Ｆｒｏｍ：」に指定されている受信先の
通信端末装置のメールアドレス取り出し、このメールアドレスをキーに、電子電話帳１０
０のメールアドレス項目１００ａｎを検索する（ステップＳ５００）。
一致したエントリの機能モード項目１００ｂｎから機能モードを取得する（ステップＳ５
１０）。
【００７６】
取得した機能モードがシンプルモードの場合は、処理を終了する（ステップＳ５２０のＹ
ＥＳ）。
一方、機能モードがフルモードの場合（ステップＳ５２０のＮＯ）、送達確認メールより
取得した能力情報（圧縮方法、解像度、サイズ、用紙種類等）を一致したエントリの能力
情報項目１００ｃｎに格納し、電子電話帳１００を更新して（ステップＳ５３０）、処理
を終了する。
【００７７】
以上に説明した構成により、フルモードやシンプルモードに対応した機能もつ受信先の通
信端末装置に対して操作員が同報通信を指示した場合でも、シンプルモードを指定した受
信先の通信端末装置に対しては同報通信メールを送信し、その他のフルモードを指定した
受信先の通信端末装置に対しては個々にメールを送信するようにして、１回の送信指示で
原稿の画像情報を確実に配布し、画像情報における配信の信頼性が大幅に向上する。
【００７８】
本発明は、上述した実施の形態に係るファクシミリ通信システム、通信端末装置を構成す
る各機能をそれぞれプログラム化し、予めＣＤ－ＲＯＭのような記録媒体に書き込んでお
き、通信端末装置に備えられた記録媒体読取装置にそのＣＤ－ＲＯＭを装着して、それぞ
れ対応するプログラムをインストールして、それらの装置が備えるＣＰＵで実行すること
によって、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
この場合、記録媒体から読み出されて実行された状態が上述した実施の形態に係る機能を
実現することになり、そのプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体も本発明
を構成することになる。
【００７９】
なお、このような機能を実現するプログラムは、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性
メモリなど）、光媒体（例えば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤなど）、磁気媒体（例えば、
磁気テープ、フレキシブルディスクなど）などのいずれの形態に係る記録媒体で提供され
てもよい。
あるいは、ネットワークなどの通信網を介して記憶装置に格納されたプログラムをサーバ
コンピュータから直接供給を受けるようにしてもよい。この場合、このサーバコンピュー
タの記憶装置も本発明の記録媒体に含まれる。
【００８０】
また、プログラムを実行することにより上述した実施の形態に係る機能が実現されるだけ
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ケーションプログラムなどと共同して処理することによって上述した実施の形態に係る機
能が実現される場合も含まれる。
【００８１】
尚、本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で各種
の変形、修正が可能であるのは勿論である。
【００８２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、インターネット・プロトコルで通信可能なネット
ワークに接続され、電子メールで画像情報を送受信するときに、受信先の通信端末装置が
ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３７のフルモードやシンプルモードに準拠した機能を搭載した通信端
末装置が混在した場合でも、１回の送信指示により、複数の受信先に電子メールによって
画像情報を確実に配布し、画像情報における配信の信頼性が大幅に向上する。
【００８３】
また、フルモードに対応した受信先の通信端末装置についても、電子電話帳にシンプルモ
ードと指定しておけば、同報通信することができ、また、受信先の通信端末装置から送達
確認メールがきても機能モードや能力情報が書き換わらないので、従来通りの操作が行え
る。
また、電子電話帳にフルモードと指定しておけば、随時、能力情報が更新される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ファクシミリ通信システムの全体構成を示す構成図である。
【図２】　通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図３】　電子電話帳のデータ構造例である。
【図４】　受信先の通信端末装置の機能モードおよび能力情報を登録するときの登録画面
の一例である。
【図５】　登録画面を用いて受信先の通信端末装置のメールアドレス、機能モードおよび
能力情報を登録するときの処理手順を示すフローチャートである。
【図６】　電子メールを同報送信するときの処理手順（その１）を示すフローチャートで
ある。
【図７】　電子メールを同報送信するときの処理手順（その２）を示すフローチャートで
ある。
【図８】　受信先から送信元に対して送信される送達確認メールの一例である。
【図９】　電子電話帳を更新するときの処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０…インターネット、２０…ＰＳＴＮ、３０，３０ａ，３０ｂ…ワークステーション装
置、４０，４０ａ，４０ｂ…メールサーバ装置、５０，５０ａ，５０ｂ…ルータ装置、６
０，６０ａ，６０ｂ…ローカルエリアネットワーク、７０…Ｇ３ファクシミリ装置、８０
，８０ａ，８０ｂ…通信端末装置、８１…制御部、８２…ＲＡＭ部、８３…パラメータＲ
ＡＭ部、８４…時計部、８５…スキャナ部、８６…プロッタ部、８７…操作表示部、８８
…符号化復号化部、８９…画像蓄積部、９０…通信制御部、９１…Ｇ３ファクシミリモデ
ム、９２…ＮＩＣ部、９３…通信情報管理部、９４…内部バス。



(13) JP 4067461 B2 2008.3.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 4067461 B2 2008.3.26

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(15) JP 4067461 B2 2008.3.26

【図９】



(16) JP 4067461 B2 2008.3.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－２４４９６７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１５８８２６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０３６６６３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１９６７９９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１７４５４７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１６０８７９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   1/00-1/00,108
              H04N   1/32-1/36
              H04N   1/42-1/44
              H04M   3/00、3/16-3/20
              H04M   3/38-3/58
              H04M   7/00-7/16
              H04M  11/00-11/10
              H04L  12/00-12/56
              H04L  12/50-12/66


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

